豊橋市木造住宅耐震診断申込書　　No.　　　　　（市記入）

豊橋市長　　　　　　　　　　　　　　　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　　耐震診断を希望するので、以下のとおり申込みます。
	申込者　（原則、所有者）
	フ リ ガ ナ
	

	
	氏	名
	（ 所有者・相続予定者 ）


※法人・団体の場合は名称及び代表者氏名

	
	住	所
	〒	－

※法人・団体の場合は所在地

	
	電 話 番 号
	（	）	—	連絡希望時間	時頃

	
	
	所有者以外の方が連絡窓口の場合
連絡窓口者　氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所有者との続柄：
連絡窓口者　住所：

	住宅概要
	診断建物所在地
（申込者住所と違う場合）
	〒　　　　　　　－
豊橋市

	
	着 工 時 期
	どちらかに〇を　（　S56.5.31以前　 ・　 S56.6.1～H12.5.31の期間　）

	
	建 築 時 期
	明・大・昭・平	年	月
	階数
	・平屋建て
・２階建て
	床面積
	坪

	
	
	
	
	
	
	㎡

	
	増 築 時 期
	増築　（　有　　・　　無　）　　　 （　 明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平　　　　     年　　　  　月　）
※　H17.6.1以降の増築がある住宅：対象外

	
	住宅の種類
	・専用住宅　　　　・店舗等を併用した住宅（住宅部分が半分以上）
・共同住宅（アパート、長屋等）

	
	貸家の場合
	入居者氏名：　　　　　　　　　　　　　　入居者電話番号：

	
	
	※入居者の同意書が必要です。建築物安全推進課にお問い合わせください。

	
	図面の有無
	図面　（　有　　・　　無　）

	
	添付書類
	新耐震木造住宅の耐震検証チェックシート
　（ S56.6.1以降に着工した住宅の場合　必須 ）

	
【注意事項】
	（1）　申込書提出後、市より確認の 電話連絡 が入ります
（２）　相続手続き中の場合、 相続予定者 が申込みできます
（他に相続権を有する方がいる場合、 別途同意書 が必要）
（３）　以下の木造住宅は 対象外 のため、耐震診断の申込みを受付けません


　対象外       ・ 平成１2年６月１日以降に着工された木造住宅
・ 平成１７年６月１日以降に増築された木造住宅
・ ツーバイフォー工法やプレハブ工法、鉄骨造等の混構造の木造住宅
・ 店舗等を併用した住宅の場合、住宅部分が半分未満の木造住宅
・ 居住予定のない空家（今後も住宅として利用する場合のみ診断対象）
・ 貸家で入居者の同意を得ていない木造住宅




	









メ　　モ
①今後の使い方
　　□　所有者が使用
　　□　所有者以外が使用　　　使用者：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　□　貸借予定
　　□　解体予定　　⇒　解体補助金へ案内

②アンケート（どこで知りましたか？）
　　□　市役所のホームページ
　　□　市役所からのダイレクトメール
　　□　市役所の広報やチラシ、パンフレット
　　□　市役所に直接問合せで知った
　　□　知人・友人などから
　　□　テレビや新聞
　　□　その他　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


◇行政側確認事項◇

①　□　重複チェック　（過去に診断を受付けていないか？）
②　□　課税台帳　　　（名義人、建物（面積・用途等）の確認）
③　□　ＧＩＳ確認　　　（建物所在地の確認、該当建物の確認）
④　□　確認申請　　　　有　・　無
　（確認申請が出ているか？　増築１０㎡以下は注意）
　　　　　　　　　　　　　　確認年月日　（　昭和　　　　年　　　　月　　　　日）

⑤　□　校区　　　　　　Ｎｏ．　　　　　　（　　　　　　　　　　校区）
⑥　□　震度　　　　　　５強　　・　　６弱　　・　　６強
⑦　□　液状化　　　　 対象外　・　層なし　・　極低　・　低　・　高　・　極高

⑧　今後の流れを説明　　　□　説明済み

⑨　連絡の取れる都合の良い曜日・時間　　（                          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　立会者　   （　　　　　　　　　　　　　                          　　　　　　　）

